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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板の表面上に液体の流路の壁を形成し、液体の吐出口が開口している流
路壁部材と、を有する液体吐出ヘッドであって、
　前記流路壁部材は、感光性樹脂で形成されており、前記基板の表面と平行方向に沿って
並ぶ第１の領域及び第２の領域を有し、
　前記流路壁部材の第１の領域の架橋密度は、前記第２の領域の架橋密度よりも低く、前
記第１の領域は、前記液体に露出しない位置に配置されていることを特徴とする液体吐出
ヘッド。
【請求項２】
　前記感光性樹脂は、ネガ型感光性樹脂である請求項１に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３】
　前記第２の領域の架橋密度に対する前記第１の領域の架橋密度の割合は、０％よりも高
く、９０％以下である請求項１または２に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項４】
　前記第２の領域の架橋密度に対する前記第１の領域の架橋密度の割合は、０％よりも高
く、７０％以下である請求項１乃至３のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項５】
　前記第１の領域と前記第２の領域との合計の体積に対する前記第１の領域の体積の割合
は、１０％以上、９０％以下である請求項１乃至４のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッ
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ド。
【請求項６】
　前記第１の領域と前記第２の領域との合計の体積に対する前記第１の領域の体積の割合
は、１０％以上、７０％以下である請求項１乃至５のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッ
ド。
【請求項７】
　前記流路壁部材と前記基板の表面側との接触面積に対して、前記第１の領域と前記基板
の表面側とが接触する面積の割合は、０％以上、９０％以下である請求項１乃至６のいず
れか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項８】
　前記第１の領域と前記基板の表面との間に、前記第２の領域が配置されている請求項１
乃至７のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項９】
　前記流路壁部材は、前記第１の領域及び前記第２の領域と架橋密度の異なる第３の領域
を有する請求項１乃至８のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１０】
　前記第２の領域は露光が行われた領域であり、前記第１の領域は露光が行われなかった
領域である請求項１乃至９のいずれか１項に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１１】
　前記流路壁部材は、前記基板の表面と直接接触している、または前記基板の表面に形成
された層を介して前記基板の表面と接触している請求項１乃至１０のいずれか１項に記載
の液体吐出ヘッド。
【請求項１２】
　前記流路壁部材の前記吐出口が開口している吐出口面において、前記第１の領域に対応
する部分が盛り上がっている、またはくぼんでいる請求項１乃至１１のいずれか１項に記
載の液体吐出ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体吐出ヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液体吐出ヘッドはインクジェット記録装置等の液体吐出装置に用いられ、流路壁部材と
基板とを有する。特許文献１には、基板上に流路壁部材が設けられた液体吐出ヘッドが記
載されている。
【０００３】
　流路壁部材は、樹脂、特には感光性樹脂で形成されており、液体の流路の壁を形成して
いる。また、場合によっては液体吐出口を形成している。基板は、主にシリコンで形成さ
れたシリコン基板である。基板には液体の供給口が形成されており、表面側にエネルギー
発生素子を有する。液体は液体供給口から流路に供給され、エネルギー発生素子からエネ
ルギーを与えられ、液体吐出口から吐出されて紙等の記録媒体に着弾する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２０５９１６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に、基板と流路壁部材との線膨張係数は異なる。この線膨張係数の違いにより、
例えば製造過程における環境変化によって、基板に応力がかかることになる。本発明者ら
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の検討によれば、特許文献１に記載された液体吐出ヘッドでは、基板にかかる応力によっ
て流路壁部材が基板から剥がれることがあった。また、液体吐出口の形状が変形し、液体
の吐出方向に影響を与えることもあった。流路壁部材の基板からの剥がれは、基板や流路
壁部材の変形によって発生する。
【０００６】
　従って、本発明は、流路壁部材が基板から剥がれにくい液体吐出ヘッドを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、基板と、液体の流路の壁を形成し、液体の吐出口が開口している流路壁部材
を有する液体吐出ヘッドであって、前記流路壁部材は、感光性樹脂で形成されており、前
記基板の表面と平行方向に沿って、第１の領域と、第２の領域とを有し、前記第１の領域
は、前記第２の領域よりも架橋密度が低く、前記第１の領域は、前記液体に露出しない位
置に配置されていることを特徴とする液体吐出ヘッドである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、流路壁部材が基板から剥がれにくい液体吐出ヘッドを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の液体吐出ヘッドの一例を示す図。
【図２】本発明の液体吐出ヘッドの一例を示す図。
【図３】本発明の液体吐出ヘッドに関するグラフを示す図。
【図４】本発明の液体吐出ヘッドの一例を示す図。
【図５】本発明の液体吐出ヘッドの製造方法の一例を示す図。
【図６】本発明の液体吐出ヘッドの製造方法の一例を示す図。
【図７】本発明の液体吐出ヘッドの製造方法の一例を示す図。
【図８】本発明の液体吐出ヘッドの製造方法の一例を示す図。
【図９】本発明の液体吐出ヘッドの製造方法の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態を説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の液体吐出ヘッドの一例を示す図である。液体吐出ヘッドは、基板１と
、基板１の表面上に形成された流路壁部材２とを有する。
【００１２】
　基板１は、例えばＳｉ、Ｇｅ、ＳｉＣ、ＧａＡｓ、ＩｎＡｓ、ＧａＰやダイヤモンドや
、酸化物半導体であるＺｎＯや、窒化物半導体であるＩｎＮ、ＧａＮやこれらの混合物等
や、有機半導体で形成されている。また、ガラスやＡｌ２Ｏ３や樹脂や金属の基板に薄膜
トランジスタ等を用いた回路が形成されたものやＳＯＩ基板等を用いてもよい。特には、
Ｓｉで形成されたシリコン基板であることが好ましい。基板１は、液体供給口３を形成し
ている。液体供給口３には、梁や、流路のフィルターが形成されていてもよい。
【００１３】
　基板１の表面５側には、エネルギー発生素子４や、接続端子（不図示）が形成されてい
る。エネルギー発生素子４としては、熱エネルギーを用いる抵抗加熱ヒーター素子や電磁
波加熱素子や、機械的エネルギーを用いるピエゾ素子や超音波素子、電気エネルギーや磁
気エネルギーで液体を吐出する素子等が挙げられる。エネルギー発生素子４は、基板１の
表面と接触していてもよいし、一部中空状に形成されていてもよい。エネルギー発生素子
４は、絶縁層や保護層で覆われていてもよい。
【００１４】
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　基板１の表面５上には、液体の流路の壁を形成している流路壁部材２が形成されている
。流路壁部材２は、感光性樹脂で形成されている。感光性樹脂としては、ネガ型感光性樹
脂やポジ型感光性樹脂が挙げられる。特に、ネガ型感光性樹脂で形成されていることが好
ましい。流路壁部材２は、液体流路６や液体吐出口７を形成している。
【００１５】
　図２（Ａ）～（Ｃ）は、図１の液体吐出ヘッドのＡ－Ａ´における断面の例を示す図で
ある。図２（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ異なる液体吐出ヘッドの断面図である。
【００１６】
　図２（Ａ）に示すように、基板１の表面側に、感光性樹脂で形成された流路壁部材２が
形成されている。ここで、流路壁部材２は、基板１の表面と平行方向に沿って、第１の領
域８と、第２の領域９とを有する。第１の領域８は、第２の領域９よりも架橋密度が低い
領域である。第１の領域８の架橋密度が第２の領域９の架橋密度よりも低いことで、流路
壁部材２が基板１に与える応力が低減する。また、第１の領域８の部分を中空にするより
も、第１の領域８を設けた方が、流路壁部材２の機械的強度は高くなる。この結果、基板
１に応力がかかった場合でも、基板１から流路壁部材２が剥がれにくくなる。
【００１７】
　第１の領域及び第２の領域は、基板の表面と平行方向に沿って並ぶ。このようにするこ
とで、応力を十分に緩和することができる。基板の表面と平行方向に沿って並ぶとは、基
板の表面と平行方向の面に、第１の領域と第２の領域のそれぞれが少なくとも一部存在す
ることを意味する。但し、基板の表面と垂直方向に関して、第１の領域の半分以上の領域
が第２の領域と重なっていることが好ましい。第１の領域及び第２の領域は、流路壁部材
のうちそれぞれ架橋密度が均一な２つの領域である。即ち、第１の領域内においては、領
域内の架橋密度は均一である。第２の領域内においても、領域内の架橋密度は均一である
。但し、第１の領域８の架橋密度は、第２の領域９の架橋密度よりも低い。架橋密度が均
一とは、例えば同種の感光性材料を同様の条件で露光したとき、それぞれの部分の架橋密
度は均一であるとし、製造誤差等による誤差は無視する。
【００１８】
　第１の領域８の架橋密度が第２の領域９の架橋密度よりも低い場合、第１の領域８と第
２の領域９との熱収縮やヤング率、硬度、密着力、及び引張応力等に差が発生する。この
結果、図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示すように、流路壁部材の表面、即ち液体吐出口７が開
口した吐出口面の形状に変化が生じることがある。吐出口面の形状は、第１の領域と第２
の領域の配置やパターン形状に依存し、表面が盛り上がる場合と逆の場合がある。また、
両方の変形が１つの液体吐出ヘッド内に混在することがある。吐出口面の表面形状は、金
属顕微鏡や光干渉式表面形状計測機や走査型プローブ顕微鏡や電子顕微鏡等で観察するこ
とができる。
【００１９】
　このように、吐出口面の表面形状を利用することで、流路壁部材２に第１の領域８と第
２の領域９とが形成されていることを推測することができる。但し、表面形状がほぼ変わ
らない場合でも、第１の領域８と第２の領域９で吸収や反射が異なる電磁波や音波等を照
射し、その応答から第１の領域８と第２の領域９とが形成されていることを推測してもよ
い。また、第１の領域８と第２の領域９で色が異なる材料を用いる方法もある。この方法
によれば、観察が容易であり、アライメントや、幅、厚み等の管理に用いることもできる
。
【００２０】
　また、第１の領域８の架橋密度が第２の領域９の架橋密度よりも低い場合、第１の領域
８は、第２の領域９に対して、ヤング率、硬度、密着力、及び引張応力のうち少なくとも
１つ以上が低くなる傾向にある。ヤング率はひずみに対する応力であり、小さい程応力が
低減する傾向にある。第２の領域９に対する第１の領域８のヤング率は９０％以下である
ことが好ましい。架橋密度が低いと、硬度も低くなる場合が多い。硬度は、第２の領域９
よりも第１の領域８の方が低いことが好ましい。密着力とは、流路壁部材の各領域と、基
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板との間の密着力である。架橋密度が低いと密着力は低下する場合がある。第２の領域と
第１の領域のどちらについても、密着力は高いほど信頼性が高まる。
【００２１】
　図３（Ａ）は、第１の領域と第２の領域の存在割合と、引張応力の関係を示す図である
。基板としてシリコン基板を用い、感光性樹脂としてエポキシ樹脂を含むネガ型感光性樹
脂を用いて基板の表面上に流路壁部材を形成する前と後とで、基板の反り量がどの程度変
化したかを示している。横軸は第２の領域の体積割合を規格化したものであり、縦軸は応
力を規格化したものである。この図から分かる通り、規格化体積が低い程、即ち架橋密度
の低い第１の領域の割合が高い程、基板にかかる応力が低減されることが分かる。
【００２２】
　図３（Ｂ）及び図３（Ｃ）は、本発明で用いたエポキシ樹脂のうちの１つについての架
橋密度を示す赤外吸収スペクトルである。エポキシ樹脂の架橋が進むほど３７００～３１
００ｃｍ－１のＯＨ基を示すピークが増加し、９３０～８９０ｃｍ－１のエポキシ環を示
すピークが減少している。例えばこのように赤外吸収スペクトルを用いることで、架橋密
度の大小関係を判別することができる。
【００２３】
　他にも、架橋密度の大小関係は、ラマン分光や核磁気共鳴やＸ線回折や光音響分析や飛
行時間型質量分析やＸ線光電子分光やＸ線吸収分光や熱分析や硬度測定やナノインデンテ
ーションで判別することができる。さらに、粘弾性測定やヤング率測定や溶解度測定等、
化学結合状態や分子形状によって、架橋密度の差を分析する方法も挙げられる。
【００２４】
　第１の領域の架橋密度が低くなるにつれて、応力低減効果は大きくなる。第２の領域の
架橋密度に対する第１の領域の架橋密度の割合は、応力低減効果を良好に発現する為には
、０％よりも高く、９０％以下であることが好ましい。架橋密度が低くなることでより応
力低減効果を得られる為、第２の領域の架橋密度に対する第１の領域の架橋密度の割合は
７０％以下であることがより好ましい。さらに、架橋構造体の３次元的なネットワークが
切れることで応力低減効果が大きくなるので、第２の領域の架橋密度に対する第１の領域
の架橋密度の割合は５０％以下であることがさらに好ましい。ここで、第１の領域の架橋
密度の割合が０％とは、第１の領域が架橋していない状態である。本発明のように感光性
樹脂の場合は環境による影響があるため、この値を丁度０％として製造することは難しい
。しかし、０％に近づけることは可能である。この場合は、製造環境や製品使用環境にお
ける電磁波や放射線等で架橋せず、大気や製造工程中の雰囲気によっても架橋せず、製造
工程中や製品使用中の熱によっても架橋しない樹脂を埋め込むことが考えられる。これに
比べ、本発明は材料選択性が広い効果や、製造工程の自由度が高い効果や、製造工程が短
い効果や、液体吐出ヘッド使用環境に制限が少ない効果等が得られる。
【００２５】
　流路壁部材を、第１の領域と第２の領域で構成した場合を考える。上述したように、第
１の領域内の架橋密度は均一であり、第２の領域内の架橋密度も均一である。このとき、
第１の領域と第２の領域との合計の体積に対する第１の領域の体積の割合は、強度を保つ
骨格を残しながら応力低減を行うという点から、１０％以上９０％以下とすることが好ま
しい。さらに外力に対しての強度をより高める点から、７０％以下とすることがより好ま
しい。さらに、接液時の耐久性向上の為に第１の領域を第２の領域で覆うことを考慮する
と、５０％以下とすることが好ましい。
【００２６】
　流路壁部材は、基板の表面と直接接触、或いは基板の表面に形成された層を介して基板
の表面と接触している。このとき、流路壁部材と基板の表面側との接触面積に対して、第
１の領域が基板の表面側と接触する面積の割合は、流路壁部材と基板との密着性の点から
、０％以上９０％以下とすることが好ましい。
【００２７】
　流路壁部材は感光性樹脂で形成されている。感光性樹脂は、ネガ型感光性樹脂であるこ
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とが好ましい。製造工程自由度や製品信頼性を考慮した場合、熱や薬品への耐性が高い樹
脂であることが好ましく、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボ
ネート樹脂、フッ素樹脂のうち少なくとも１つであることが好ましい。これらの中でも、
エポキシ樹脂を用いることが好ましい。
【００２８】
　第１の領域と第２の領域の形成材料が同じであれば、材料種類が減る為、製造工程が容
易になるという効果がある。感光性樹脂には、光酸発生剤や増感剤、還元剤、密着向上添
加剤、撥水剤、電磁波吸収部材等が含まれていてもよい。また、熱可塑性樹脂や軟化点制
御用樹脂や強度を高める樹脂等が添加されていてもよい。無機フィラーやカーボンナノチ
ューブ等が含まれていてもよい。静電気対策等で導電性材料が含まれていてもよい。これ
らの部材の添加によって架橋密度の調整を行ってもよい。
【００２９】
　流路壁部材に形成する第１の領域８と第２の領域９の例を、図４に示す。第１の領域８
は、様々な位置に配置することができる。例えば、図４（Ａ）では、流路を挟んで左右の
第１の領域の形状、位置が異なる。図４（Ａ）における流路の左側では、第１の領域は外
気に接触する位置にある。他にも、第１の領域は液体に接触する位置、即ち流路に露出し
た位置に配置することもできるが、第１の領域は架橋密度が低いので、液体へ溶解する可
能性がある。このことを考慮すると、第１の領域は液体に接触しない位置に配置すること
が好ましい。
【００３０】
　第１の領域は、第２の領域や基板、或いはその他の部材で覆うことで、さらに信頼性を
高められる。第１の領域と基板の密着性が低い場合は、第１の領域と基板の間に第２の領
域が入る構造にすることで、密着性を高める効果がある。図４（Ａ）における流路の右側
では、このような構成になっている。また、逆の視点で、第１の領域を液体に接触する部
分に配置し、液体吐出ヘッドの劣化をモニターするための識別パターンとしてもよい。
【００３１】
　流路壁部材は、第１の領域８と第２の領域９に加え、第３の領域１０を有していてもよ
い。図４（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、前記流路壁部材は前記第１の領域８と前記第２の
領域９と第３の領域１０から形成されていてもよい。第３の領域１０は、第１の領域８及
び第２の領域９と架橋密度が異なる。ここでは、第３の領域を別部材によって形成した例
を示す。第３の領域１０は、有機物や無機物によって形成する。例えば、炭化物や酸化物
や窒化物や金属やこれらの混合物等で形成する。第１の領域８と第２の領域９と第３の領
域１０の種類が同じであれば、製造工程が容易になる。第３の領域１０は、ポジ型やネガ
型の感光性樹脂や、熱架橋性樹脂、熱可塑性樹脂、これらの混合物で形成することが好ま
しい。特に、ネガ型感光性樹脂であることが好ましい。また、図４（Ｂ）と（Ｃ）に示す
ように、第１の領域と第２の領域は基板表面に対して水平方向に並んで配置されることで
、第１の領域と第２の領域を露光条件で作り分けられる。よって、さらに製造工程が容易
になる効果がある。積層する場合と比べて、位置精度が高くなる効果もある。
【００３２】
　また、図４（Ｄ）に示すように、第１の領域と第２の領域のパターンは限定されない。
第３の領域が形成される面や断面から観察した時に、円形や三角形や四角形や台形や六角
形やその他の多角形や直線や曲線等を組み合わせた自由なパターンとすることができる。
水平に並ぶ構造でもよく、積層構造になっていてもよく、これらを組み合わせた網目構造
等でもよい。
【００３３】
　流路壁部材には、撥水膜や親水膜、保護膜等が形成されていてもよく、凹凸構造や多孔
質構造等であってもよい。また、さらなる応力緩和を目的として、溝や穴が形成されてい
てもよい。また、流路壁部材が、流路を覆う無機部材と、空間を埋める樹脂部材から形成
される場合がある。この場合の樹脂部材の部分に本発明の構成を適用することで、樹脂部
材の応力が低減され、無機部材へのダメージを低減しながら、流路壁部材の強度を高める
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ことができる。基板と流路壁部材の間には、密着向上層や平坦化層が形成されていてもよ
い。
【００３４】
　本発明の液体吐出ヘッドを用いて、液体吐出システムを構成することができる。このシ
ステムは、プリンタ、複写機、通信システムを有するファクシミリ、プリンタ部を有する
ワードプロセッサや携帯機器等の装置、さらには各種処理装置と複合的に組み合わせた産
業装置等を示す。液体吐出する対象物は２次元的な構造体でもよく、３次元的な構造体で
もよく、空間に対して吐出してもよい。また、かかる液体吐出システムは半導体製造装置
や医療用装置に応用することもできる。
【００３５】
　次に、本発明の液体吐出ヘッドの製造方法を、図５を用いて説明する。図５は、図２と
同様の箇所における断面図である。
【００３６】
　まず、図５（Ａ）に示すように、表面側にエネルギー発生素子４と流路の型材１１が形
成された基板１を用意する。流路の型材１１は、樹脂や金属で形成し、ネガ型感光性樹脂
やポジ型感光性樹脂で形成することが好ましい。特に、ポジ型感光性樹脂で形成すること
が好ましい。型材１１は、これら材料を基板１の表面に塗布後、フォトリソグラフィー等
の手法によってパターニングすることで形成する。
【００３７】
　次に、図５（Ｂ）に示すように、型材１１を被覆するように被覆層１２を形成する。被
覆層１２は後に流路壁部材となり、感光性樹脂で形成する。被覆層１２の形成は、スピン
コートやスリットコート、スプレー塗布、ドライフィルム貼り合わせ等の方法で行う。
【００３８】
　次に、図５（Ｃ）に示すように、被覆層１２に、基板１の表面と平行方向に沿って並ぶ
第１の領域８及び第２の領域９を形成する。例えば、被覆層１２としてネガ型感光性樹脂
を用いた場合、第１の領域８には露光を行わず、第２の領域９には露光を行う。そして、
被覆層１２の全体に加熱（ＰＥＢ；Ｐｏｓｔ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ　Ｂａｋｅ）する。この
ようにして、第１の領域８の架橋密度を第２の領域９の架橋密度よりも低くすることがで
きる。尚、一般的に加熱工程は基板にかかる応力の変化量が大きい工程である。露光条件
によって第１の領域８及び第２の領域９を形成する場合に、未露光部を架橋密度が低い第
１の領域８として用いることができる。この場合、未露光部である第１の領域８が熱工程
中に流動性を有するため、応力を大きく低減できる効果がある。また、流動性を利用して
応力を緩和させる効果が得られる場合がある。
【００３９】
　次に、図５（Ｄ）に示すように、被覆層１２に液体吐出口となる領域を形成する。この
領域は、例えばフォトリソグラフィーによって形成する。第１の領域８及び第２の領域９
と一括して形成することもできるが、図５に示す形態においては、現像の際に第１の領域
８が現像されてなくならないよう、別に形成することが好ましい。別に形成することで、
第１の領域８と液体吐出口となる領域との露光量を異ならせやすく、液体吐出口の現像の
際に第１の領域８を残しやすくなる。
【００４０】
　次に、図５（Ｅ）に示すように、有機溶媒等を用いて現像を行い、液体流路６及び液体
吐出口７を形成する。続いて、流路壁部材を熱処理することで硬化させる。熱処理により
、液体吐出ヘッドの信頼性をより向上させることができる。熱処理には、オーブンやホッ
トプレートやラピッドサーマルアニーリング（ＲＴＡ）等を用いることができる。熱処理
雰囲気は大気や酸素や窒素やアルゴンや水素や水蒸気や二酸化炭素やヘリウムやこれらの
混合ガス等で行うことができる。熱処理は、真空で行ってもよく、加圧して行ってもよい
。この熱処理工程も、基板にかかる応力の変化量が大きい工程の１つである。また、熱処
理工程において架橋密度が高くなる場合があり、熱硬化触媒を入れることで顕著になる。
【００４１】
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　基板１には、必要に応じて供給口を形成する。この供給口を形成する工程の順番は限定
されない。例えば、供給口形成はエネルギー発生素子の形成工程の前後や、流路壁部材の
形成工程の前後に行うことができる。供給口加工は、例えばウェットエッチングやドライ
エッチング、レーザー加工等の手法で行うことができる。
【００４２】
　以上のようにして、液体吐出ヘッドを製造する。製造した液体吐出ヘッドは、流路壁部
材が、基板１の表面と平行方向に沿って並ぶ第１の領域８及び第２の領域９を有し、第１
の領域８の架橋密度は、第２の領域９の架橋密度よりも低い。
【００４３】
　次に、別の方法によって液体吐出ヘッドの製造方法を、図６を用いて説明する。図６は
、図２と同様の箇所における断面図である。
【００４４】
　まず、図６（Ａ）に示すように、表面側にエネルギー発生素子４が形成された基板１を
用意する。エネルギー発生素子４は、基板１の表面と平行方向に沿って並ぶ第１の領域８
及び第２の領域９を有する感光性樹脂で形成された層（第１の層）で覆われている。第１
の層は、例えばネガ型感光性樹脂で形成し、ネガ型感光性樹脂に露光を行った部分を第２
の領域９、露光を行わなかった部分を第１の領域８とする。このようにすることで、第１
の領域８の架橋密度は、第２の領域９の架橋密度よりも低くなる。第１の層は、後で流路
壁部材となる。
【００４５】
　次に、図６（Ｂ）に示すように、第１の層の上に第２の層１３を形成する。第２の層１
３は、例えば感光性樹脂や無機膜等で形成し、第２の層１３には液体吐出口となる領域を
形成する。第２の層１３が無機膜である場合は、ウェットエッチングやドライエッチング
やレーザー等の物理加工や化学加工を組み合わせて液体吐出口を形成することができる。
【００４６】
　最後に、現像を行い、図６（Ｃ）に示すように液体吐出ヘッドを製造する。この方法で
は、流路の型材を形成していない。また、製造された液体吐出ヘッドは、第１の領域８の
上面が第２の層１３で覆われており、液体吐出ヘッドとしての信頼性が高いものとなる。
【００４７】
　次に、第１の領域及び第２の領域を、基板から離れた位置に形成する製造方法を、図７
を用いて説明する。図７は、図２と同様の箇所における断面図である。
【００４８】
　まず、図７（Ａ）に示すように、表面側にエネルギー発生素子４が形成された基板１を
用意する。エネルギー発生素子４は、第１の感光性樹脂層１４で覆われている。第１の感
光性樹脂層１４には露光を行い、一部を潜像状態としておく。
【００４９】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、第１の感光性樹脂層１４の上に第２の感光性樹脂層１
５を形成する。第２の感光性樹脂層１５は、例えばネガ型感光性樹脂で形成し、ネガ型感
光性樹脂に露光を行った部分を第２の領域９、露光を行わなかった部分を第１の領域８と
する。また、第２の感光性樹脂層のうち、液体の流路となる部分にも露光を行わない。他
にも、露光量を異ならせる方法でもよい。例えば、ネガ型感光性樹脂のうち、単位体積あ
たりの露光量が多い領域を第２の領域９、単位体積あたりの露光量が少ない領域を第１の
領域８とすることができる。
【００５０】
　次に、図７（Ｃ）に示すように、第２の感光性樹脂層１５の上に吐出口形成層１６を形
成する。吐出口形成層１６には、液体吐出口となる領域を形成する。吐出口形成層１６は
、例えば感光性樹脂や無機膜等で形成する。
【００５１】
　最後に、現像を行い、図７（Ｄ）に示すように、液体吐出ヘッドを製造する。製造され
た液体吐出ヘッドは、第１の領域８及び第２の領域９を、基板１から離れた位置に有する
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。
【００５２】
　他にも、図８に示すように、第１の領域８及び第２の領域９を有する層を先にパターニ
ングしておき、その上に吐出口形成層１６を貼り付ける方法によって、本発明の液体吐出
ヘッドを製造してもよい。図８は、図２と同様の箇所における断面図である。
【００５３】
　他にも、図９に示すような方法が挙げられる。図９は、図２と同様の箇所における断面
図である。
【００５４】
　まず、図９（Ａ）に示すように、基板１の上に第２の領域９を形成しておく。例えば、
ネガ型感光性樹脂を露光し、露光しなかった部分を除去することで、第２の領域９を形成
する。
【００５５】
　次に、図９（Ｂ）に示すように、ネガ型感光性樹脂１７を塗布し、第２の領域９間の空
間を充填する。充填した部分は、第１の領域８となる。
【００５６】
　次に、図９（Ｃ）に示すように、ネガ型感光性樹脂１７を化学機械研磨（ＣＭＰ）等で
研磨、平坦化する。
【００５７】
　その後、図９（Ｄ）に示すように、吐出口形成層１６を形成し、現像によって図９（Ｅ
）に示す液体吐出ヘッドを製造する。
【００５８】
　図５～図８で説明した方法によれば、第１の領域８と第２の領域９とを同じ工程で製造
できるという点で好ましい。図９で説明した方法によれば、第１の領域８及び第２の領域
９を有する層を、より平坦化できるという点で好ましい。
【００５９】
　尚、第１の領域８及び第２の領域９には、さらに露光、熱処理を行う等して、両方の架
橋密度をより高めてもよい。これにより、液体吐出ヘッドの信頼性をさらに向上させるこ
とができる。
【００６０】
　また、製造工程を考慮すると、流路壁部材以外の場所に架橋密度の相対的に低い領域を
形成しておくこともできる。例えば、基板の表面と平行方向に関して、ネガ型感光性樹脂
の端を相対的に架橋密度の低い領域とし、それ以外を相対的に架橋密度の高い領域とする
。そして、最後に相対的に架橋密度の低い領域を分離する。この方法によれば、製造工程
における基板の反り等を緩和することができる。
【実施例】
【００６１】
　以下、本発明を実施例によってより具体的に説明する。
【００６２】
　＜実施例１＞
　図５（Ａ）に示すように、表面側にＴａＳｉＮからなるエネルギー発生素子４と、流路
の型材１１が形成された基板１を用意した。基板１としてはシリコン基板を用いた。流路
の型材１１は、ポジ型感光性樹脂（商品名；ＯＤＵＲ１０１０、東京応化製）を基板１の
表面に塗布し、ステッパー（商品名；ＦＰＡ－３０００ｉ５＋、キヤノン製）によって露
光し、現像することで型材１１の形状とした。
【００６３】
　次に、図５（Ｂ）に示すように、型材１１を被覆するように被覆層１２を形成した。被
覆層１２は、ネガ型感光性樹脂（商品名；ＥＨＰＥ－３１５０、ダイセル化学製）をスピ
ンコートで塗布し、バックリンスとサイドリンスを行った。続いてホットプレートでベー
クを行い、プレス加工で平坦化を行った。さらに、被覆層１２の表面にフッ素系樹脂をス
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リットコートで塗布し、ホットプレートで６０℃のベークを行った。
【００６４】
　次に、図５（Ｃ）に示すように、被覆層１２に露光を行った。露光はステッパー（商品
名；ＦＰＡ－３０００ｉ５＋、キヤノン製）によって行い、マスクによって露光部と非露
光部を形成した。被覆層１２のうち、露光を行った露光部を第２の領域９、露光を行わな
かった非露光部を第１の領域８とした。
【００６５】
　次に、図５（Ｄ）に示すように、被覆層１２に液体吐出口となる領域を形成した。被覆
層１２のうち、図５（Ｃ）において露光を行わなかった領域をパターン露光し、そのうち
再び露光を行わなかった領域（２回の露光でともに露光を行わなかった領域）を液体吐出
口となる領域とした。この際の露光は、被覆層１２への先の露光の８割の露光量で行った
。
【００６６】
　次に、図５（Ｅ）に示すように、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）とキシレンの混
合液を用いて現像を行い、液体流路６及び液体吐出口７を形成した。さらに、ホットプレ
ートで１２０℃のベークを行った。
【００６７】
　その後、基板１を反応性イオンエッチングによってエッチングし、基板１に液体供給口
を形成した。最後に、オーブンを用いて、窒素雰囲気中で１６０℃の熱処理を行った。以
上のようにして、液体吐出ヘッドを製造した。
【００６８】
　製造した液体吐出ヘッドに対し、第１の領域８と第２の領域９の赤外吸収スペクトルよ
り、エポキシ基の残量から、第２の領域９の架橋密度に対する第１の領域８の架橋密度の
割合を算出したところ、９０％であった。また、ナノインデンターを用い、２５℃におけ
るヤング率を測定すると、第２の領域９に対する第１の領域８のヤング率は９０％であっ
た。さらに、流路壁部材のうち、第１の領域８が基板１と接触する面積の割合は８０％で
あった。第１の領域と第２の領域との合計の体積に対する第１の領域の体積の割合は９０
％であった。流路壁部材が基板から剥がれていないかを、インク（商品名；ＢＣＩ－７Ｃ
、キヤノン製）に４８時間浸漬した後に金属顕微鏡で確認した。この結果、剥がれは確認
されなかった。
【００６９】
　＜実施例２＞
　図６（Ａ）に示すように、表面側にＴａＳｉＮからなるエネルギー発生素子４が形成さ
れた基板１を用意した。基板１としてはシリコン基板を用いた。エネルギー発生素子４は
、基板１の表面と平行方向に沿って並ぶ第１の領域８及び第２の領域９を有する第１の層
で覆われている。
【００７０】
　第１の層の形成は、次の通りに行った。まず、ネガ型感光性樹脂（商品名；１５７Ｓ７
０、ジャパンエポキシレジン製）を主成分とするドライフィルムが積層したＰＥＴフィル
ムを用意した。これを基板１にロール式ラミネーターにて貼り付け、その後ＰＥＴフィル
ムを剥離した。剥離後、純水洗浄を行った。続いて、第１の層にパターン露光を行い、さ
らにホットプレートで５０℃のベークを行った。露光した領域が第２の領域９、露光しな
かった領域が第１の領域８となった。
【００７１】
　次に、図６（Ｂ）に示すように、第１の層の上に第２の層１３を形成した。第２の層１
３は、ネガ型感光性樹脂（商品名；１５７Ｓ７０、ジャパンエポキシレジン製）を主成分
とするドライフィルムを用い、第１の層と同様に形成した。但し、第２の層１３が含有す
る光重合開始剤は、第１の層が含有する光重合開始剤と異なるものを用いた。続いて、第
２の層１３をパターン露光し、第２の層１３に液体吐出口となる領域を形成した。この際
の露光量は、第１の層への露光量の５０％とした。
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【００７２】
　最後に、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）で現像を行い
、ホットプレートを用いて大気中で１８０℃の熱処理を行った。以上のようにして、図６
（Ｃ）に示す液体吐出ヘッドを製造した。
【００７３】
　製造した液体吐出ヘッドに対し、実施例１と同様にして測定を行った。第２の領域９の
架橋密度に対する第１の領域８の架橋密度の割合を算出したところ、７０％であった。第
２の領域９に対する第１の領域８のヤング率は７０％であった。流路壁部材のうち、第１
の領域８が基板１と接触する面積の割合は７０％であった。第１の領域と第２の領域との
合計の体積に対する第１の領域の体積の割合は５０％であった。流路壁部材が基板から剥
がれていないかを実施例１と同様にして確認したところ、剥がれは確認されなかった。
【００７４】
　＜実施例３＞
　まず、図７（Ａ）に示すように、表面側にＴａＳｉＮからなるエネルギー発生素子４が
形成された基板１を用意した。基板１としてはシリコン基板を用いた。エネルギー発生素
子４は、ネガ型感光性樹脂で形成した第１の感光性樹脂層１４で覆われている。第１の感
光性樹脂層は、ネガ型感光性樹脂からなるドライフィルム（商品名；ＥＰＯＮ　ＳＵ－８
、シェル製）を用い、これを基板上にロール式ラミネーターにて貼り付け、支持体である
フッ素樹脂で形成されたフィルムを剥離することで形成した。第１の感光性樹脂層１４に
は露光を行い、一部を潜像状態としておいた。
【００７５】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、第１の感光性樹脂層１４の上に第２の感光性樹脂層１
５を形成した。第２の感光性樹脂層１５は、第１の感光性樹脂層１４の同様の材料にて、
同様に形成した。但し、第２の感光性樹脂層１５が含有する光重合開始剤は、第１の感光
性樹脂層１４が含有する光重合開始剤と異なるものを用いた。続いて、第２の感光性樹脂
層１５にパターン露光を行い、露光を行った部分を第２の領域９、露光を行わなかった部
分を第１の領域８とした。
【００７６】
　次に、図７（Ｃ）に示すように、第２の感光性樹脂層１５の上に吐出口形成層１６を形
成した。吐出口形成層１６は、ネガ型感光性樹脂（商品名；１５７Ｓ７０、ジャパンエポ
キシレジン製）を主成分とするドライフィルムを用い、第１の層と同様に形成した。吐出
口形成層１６には、露光を行い、液体吐出口となる領域を形成した。
【００７７】
　最後に、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）で現像を行い
、ホットプレートを用いて窒素雰囲気中で２００℃の熱処理を行った。以上のようにして
、図７（Ｄ）に示す液体吐出ヘッドを製造した。
【００７８】
　製造した液体吐出ヘッドに対し、実施例１と同様にして測定を行った。第２の領域９の
架橋密度に対する第１の領域８の架橋密度の割合を算出したところ、３０％であった。第
２の領域９に対する第１の領域８のヤング率は２０％であった。流路壁部材のうち、第１
の領域８が基板１と接触する面積の割合は０％であった（接触していない）。第１の領域
と第２の領域との合計の体積に対する第１の領域の体積の割合は３０％であった。流路壁
部材が基板から剥がれていないかを実施例１と同様にして確認したところ、剥がれは確認
されなかった。
【００７９】
　＜実施例４＞
　まず、図８（Ａ）に示すように、表面側にＴａＳｉＮからなるエネルギー発生素子４が
形成された基板１を用意した。基板１としてはシリコン基板を用いた。基板１には、ネガ
型感光性樹脂層（商品名；ＥＨＰＥ－３１５０、ダイセル化学製）をロール式ラミネータ
ーにて貼り付け、これにパターン露光を行った。まず、第１の領域８のパターンで露光し
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た。その後、第１の領域８と第２の領域９を合わせたパターンで露光量を１０分の１に設
定して露光を行った。続いて１２０℃に加熱し、その後現像を行った。このとき、第１の
領域８はゲル化閾値以上で露光されており、現像時に不溶化していた。このようにして、
ネガ型感光性樹脂層に第１の領域８及び第２の領域９を形成し、かつ流路となる部分が空
間となる構造とした。
【００８０】
　その後、ネガ型感光性樹脂層の上に吐出口形成層１６を形成した。吐出口形成層１６は
、ネガ型感光性樹脂（商品名；１５７Ｓ７０、ジャパンエポキシレジン製）を主成分とす
るドライフィルムを用い、ネガ型感光性樹脂層と同様に形成した。吐出口形成層１６には
、露光を行い、液体吐出口となる領域を形成した。
【００８１】
　続いて、現像を行い、ホットプレートを用いて窒素雰囲気中で２２０℃の熱処理を行う
ことで、図８（Ｂ）に示す液体吐出ヘッドを製造した。
【００８２】
　製造した液体吐出ヘッドに対し、実施例１と同様にして測定を行った。第２の領域９の
架橋密度に対する第１の領域８の架橋密度の割合を算出したところ、４０％であった。第
２の領域９に対する第１の領域８のヤング率は２０％であった。流路壁部材のうち、第１
の領域８が基板１と接触する面積の割合は７０％であった。第１の領域と第２の領域との
合計の体積に対する第１の領域の体積の割合は７０％であった。流路壁部材が基板から剥
がれていないかを実施例１と同様にして確認したところ、剥がれは確認されなかった。
【００８３】
　＜実施例５＞
　実施例４に対し、第１の領域８及び第２の領域９の割合を変化させた。これ以外は、実
施例４と同様にして、液体吐出ヘッドを製造した。
【００８４】
　製造した液体吐出ヘッドに対し、実施例１と同様にして測定を行った。第２の領域９の
架橋密度に対する第１の領域８の架橋密度の割合を算出したところ、４０％であった。第
２の領域９に対する第１の領域８のヤング率は２０％であった。流路壁部材のうち、第１
の領域８が基板１と接触する面積の割合は８０％であった。第１の領域と第２の領域との
合計の体積に対する第１の領域の体積の割合は８０％であった。流路壁部材が基板から剥
がれていないかを実施例１と同様にして確認したところ、剥がれは確認されなかった。
【００８５】
　＜実施例６＞
　まず、図９（Ａ）に示すように、表面側にＴａＳｉＮからなるエネルギー発生素子４が
形成された基板１を用意した。基板１としてはシリコン基板を用いた。基板１には、ネガ
型感光性樹脂層（商品名；ＥＨＰＥ－３１５０、ダイセル化学製）をロール式ラミネータ
ーにて貼り付け、露光、現像することで、第２の領域９を形成した。
【００８６】
　次に、図９（Ｂ）に示すように、ネガ型感光性樹脂（商品名；ＥＨＰＥ－３１５０、ダ
イセル化学製）を主成分とするネガ型感光性樹脂１７をスピンコートで塗布し、第１の領
域８間の空間を充填した。ネガ型感光性樹脂１７は、第２の領域９を形成したネガ型感光
性樹脂層に比べて、含有する光酸発生剤の割合が低いものを用いた。続いてこれらをベー
クした。
【００８７】
　次に、図９（Ｃ）に示すように、ネガ型感光性樹脂１７を化学機械研磨（ＣＭＰ）で研
磨した。研磨は第２の領域９が露出するまで行い、ネガ型感光性樹脂１７及び第２の領域
９の上面を平坦化した。その後、純水洗浄及びベークを行った。
【００８８】
　その後、図９（Ｄ）に示すように、吐出口形成層１６を形成し、露光及び１２０℃での
加熱を行った。さらに現像によって図９（Ｅ）に示す液体吐出ヘッドを製造した。吐出口
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形成層１６は、ネガ型感光性樹脂（商品名；１５７Ｓ７０、ジャパンエポキシレジン製）
を主成分とするドライフィルムを用いて形成した。続いて、ホットプレートを用いて真空
中で２５０℃の熱処理を行い、図９（Ｅ）に示す液体吐出ヘッドを製造した。
【００８９】
　製造した液体吐出ヘッドに対し、実施例１と同様にして測定を行った。第２の領域９の
架橋密度に対する第１の領域８の架橋密度の割合を算出したところ、５０％であった。第
２の領域９に対する第１の領域８のヤング率は２４％であった。流路壁部材のうち、第１
の領域８が基板１と接触する面積の割合は３０％であった。第１の領域と第２の領域との
合計の体積に対する第１の領域の体積の割合は３０％であった。流路壁部材が基板から剥
がれていないかを実施例１と同様にして確認したところ、剥がれは確認されなかった。
【００９０】
　＜比較例１＞
　実施例１で、図５（Ｃ）の時点で被覆層１２に露光を行い、被覆層１２に第１の領域８
及び第２の領域９を形成したが、比較例１ではこの露光を行わなかった。そして、被覆層
１２にパターン露光を行い、被覆層１２に液体吐出口となる領域を形成した。これ以外は
、実施例１と同様にして、液体吐出ヘッドを製造した。
【００９１】
　製造した液体吐出ヘッドは、被覆層（流路壁部材）全体の架橋密度が均一であった。流
路壁部材が基板から剥がれていないかを実施例１と同様にして確認したところ、剥がれが
確認された部分があった。

【図１】 【図２】
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